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第1章 計画の概要 

１ 計画の目的 

  本計画は厚沢部町が実施している全ての事務及び事業に関し、再生可能エネルギーの

活用や省エネルギー・省資源などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減すること

を目的とした計画です。 

 

２ 対象となる温室効果ガス 

  特定業者が家庭ごみを収集し処理していることや町の事務事業の規模を鑑み、二酸化

炭素（CO₂）のみを対象とします。 

 

３ 計画の期間及び削減目標 

  本計画では、基準年度を平成 25 年度とし、令和５年度から令和 12 年度末を計画区間

とします。また、計画開始から５年後の令和９年度に計画を見直します。なお、削減目標

は下表のとおり設定しています。 

 

表１ 計画期間 

項 目 
年 度 

2013  2023 2024 2025 2026 2027  2030 

H25 ･･･ R5 R6 R7 R8 R9 ･･･ R12 

期間中の事項 
基準 
年度 

 
計画 
開始 

   
計画 
見直し 

 
目標 
年度 

計画期間          

 

表２ 削減目標 

項 目 平成 25 年度 

（基準年度） 

令和３年度 

（現状値） 

令和９年度 

（計画見直し年度） 

令和 12 年度 

（目標年度） 

CO₂排出量 2,669.925 

t-CO2 

2,978.887 

t-CO2 

2,002.444 

t-CO2 

1,201.466 

t-CO2 

削減率 － ▲11.5％ 25％ 55％ 
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第2章 令和６年度二酸化炭素排出量実績と分析 

１ 令和６年度二酸化炭素排出量の推計について 

令和６年度における基礎排出係数及び調整後排出係数を用いた二酸化炭素排出量はそ

れぞれ 2,867,628t-CO₂となっており、排出状況は下記のとおりです。 

 

表３ 令和６年度における燃料種別及び電気使用での二酸化炭素排出量 

※ 二酸化炭素排出量の数値は小数点第四位以下を四捨五入し、記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化炭素
総排出量
（t-CO₂）

【基礎排出係数】

二酸化炭素
総排出量
（t-CO₂）

【調整後排出係数】

割　　　　　合
【調整後排出係数】

24,032 ﾘｯﾄﾙ 1.9%

公共施設 3,575 ﾘｯﾄﾙ 0.3%

公用車 20,457 ﾘｯﾄﾙ 1.7%

136,137 ﾘｯﾄﾙ 11.8%

30,137 ﾘｯﾄﾙ 2.7%

公共施設 7,959 ﾘｯﾄﾙ 0.7%

公用車 22,177 ﾘｯﾄﾙ 2.0%

223,321 ﾘｯﾄﾙ 21.1%

14,439 ㎥ 1.5%

― 39.1%

2,146,773 kWh 1,142.083 1,142.083 39.8%

988,131 kWh 576.080 576.080 20.1%

46,774 kWh 28.439 28.439 1.0%

3,181,678 kWh 1,746.602 1,746.602 60.9%

2,867.628 2,867.628 100.0%

区　分 使　用　量

燃
料

ガ　ソ　リ　ン 55.794

8.299

47.495

灯　油 338.911

軽　油 77.902

20.574

57.328

A　重　油 605.117

合　　計

燃　料　合　計 1,121.025

電
気

北海道電力

アシストワンエナジー

どさんこパワー

電　気　合　計

液化天然ガス（LPG） 43.302
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図１ 令和６年度における二酸化炭素排出量【調整後排出係数】 

 

 

 

図２ 令和６年度における主要施設等二酸化炭素排出量【調整後排出係数】 
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〇 温室効果ガス排出量の算定方法について 

 温室効果ガス排出量は活動量に法令で定められた排出係数を乗じることで算定しま

す。このうち、電気の使用による温室効果ガス排出量については、小売電気事業者ごと

の電気使用量に「電気事業者別排出係数」を乗じて算定します。 

 「電気事業者別排出係数」は基礎排出係数と調整後排出係数があり、事務事業編にお

ける電気の排出係数は基礎排出係数を使用することが規定されています。しかし、点検

にあたっては調整後排出係数を用いて算定された温室効果ガス排出量を併せて公表する

ものとされていることから、本報告書では 2つの係数を用いて温室効果ガス排出量を推

計しています。 

 

 ※ 基礎排出係数：発電に伴って排出された二酸化炭素を供給した電力量で除して算

出した係数。 

 ※ 調整後排出係数：電気事業者の実二酸化炭素排出量に固定価格買取制度による買

取費用の負担に応じた調整分や、他者の排出の抑制等に寄与し

た量を控除した結果を反映して得た係数。 



5 

２ 基準年度との二酸化炭素排出量の比較 

  基準年度である平成 25 年度と令和５年度及び令和６年度の二酸化炭素排出量の実績

は次のとおりです。令和６年度実績は前年度の令和５年度実績から 34,729t-CO₂減少し

ており、基準年度と比較すると 197,703t-CO₂減少していることから、より一層二酸化炭

素排出量の削減に向けた取り組みを加速化させ、目標年度である令和 12年度までに基

準年度比 55％削減することを目指していきます。 

表４ 

項 目 平成 25 年 

（基準年度） 
令和５年度 令和６年度 

令和９年度 

（計画見直し年度） 

令和 12 年度 

（目標年度） 

CO₂ 

排出量 

2,669.925 

t-CO2 

2,902.357 

t-CO₂ 

2,867,628 

t-CO₂ 

2,002.444 

t-CO₂ 

1,201.466 

t-CO₂ 

削減率 － ▲8.1％ ▲7.4％ 25％ 55％ 

 

図３ 二酸化炭素排出量の推移 

 

３ 二酸化炭素排出量の増減に関する分析 

  各燃料種別における二酸化炭素排出量を前年度の令和５年度実績と令和６年度実績を

分析すると、A重油が 1.7％、軽油が 54％、灯油が 3.1％、ガソリンが 26％増加してお

り、電気が 5.1％、LPG が 47％減少しました。 
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第3章 目標達成に向けた取組 

１ 令和６年度の主な取組状況 

 本計画に基づく、令和６年度の主な取組は次のとおりです。 

① 日常の事務・事業における意識改革 

（ア）職員に対する研修や庁内 LAN を活用した情報提供を通じて、職員への意識啓発を進

め、省エネルギー・節電等の取組を定着させました。 

（イ）事務用紙やトナーカートリッジ等の物品購入の際には、環境負荷ができる限り少な

いものを選定し、グリーン購入に努めました。 

（ウ）不要箇所の消灯や離席時にパソコンをスリープモードにするなど、電気使用量の削

減に努めました。 

（エ）冷暖房を設置している山村開発センター及び保健福祉総合センターでは、暖房 20℃、

冷房 28℃と温度管理を遵守し、職員等の健康に支障のないよう適正な温度管理を行

い、燃料使用量の削減に努めました。 

（オ）クールビズ（５月 31 日～９月 30 日）・ウォームビズ（10 月３日～３月 31 日に取

り組み、職場における冷暖房使用量を削減しました。 

（カ）公用車の空ふかしや急発進、急加速及び不要なアイドリングを避け、エコドライブ

をすることで、燃費の向上に努めました。 

② 再生可能エネルギーの利活用等 

（ア）既存のガソリン車（２台）の公用車を EVに更新したほか、役場の「感染症・災害

対策備蓄倉庫」の屋根上に太陽光発電設備を設置し、EV の充電はもとより、役場庁

舎において、発電された電力を活用する仕組みを構築しました。 


